
(独立行政法人名：科学技術振興機構）

契約名称及び内容
契約職等の氏名並びに
その所属する部局の名

称及び所在地
契約締結日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によること
とした業務方法書又
は会計規程等の根拠

条文及び理由

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

随意契約によらざるを得ない
事由

随意契約によら
ざるを得ない場
合の根拠区分

備
考

平成25年度 総合情報システ
ム等の賃貸借(延長)

独立行政法人科学技術
振興機構
分任契約担当者
経理部長
菅谷行宏
埼玉県川口市本町4-1-
8

平成25年10月1日
株式会社日立製作所
東京都江東区新砂1-
6-27

互換性の必要から競
争を許さないため｡
(会計規程第32条第4
項)

非公表 81,456,585円 - －
政府調達に関する協定第15条
第1項(ｄ)｢互換性｣に該当する
ものであるため。

17

平成25年度電気料金

独立行政法人科学技術
振興機構
分任契約担当者
日本科学未来館副館長
小中元秀
東京都江東区青海2-41

平成25年10月1日
東京電力株式会社
東京都江東区大島3-
4-5

契約の相手方は、当
該地域で供給を行う
ことが可能な唯一の
業者であり、競争に
適さないため。（会
計規程第32条第4項）

非公表 8,817,906円 - －

電気、ガス若しくは水又は電
話に係る役務について、供給
又は提供を受けるもの(提供を
行うことが可能な業者が一の
場合)であるため。

8

平成25年度熱料金

独立行政法人科学技術
振興機構
分任契約担当者
日本科学未来館副館長
小中元秀
東京都江東区青海2-41

平成25年10月1日
東京臨海熱供給株式
会社
東京都江東区有明3-1

契約の相手方は、当
該地域で供給を行う
ことが可能な唯一の
業者であり、競争に
適さないため。（会
計規程第32条第4項）

非公表 9,545,068円 - －

当該場所でなければ行政事務
を行うことが不可能であるこ
とから場所が限定され、供給
者が一に特定される賃貸借契
約(当該契約に付随する契約を
含む。)であるため。

5

委託管理費（ｻｲｴﾝｽﾌﾟﾗｻﾞ共
用部分）電気料

独立行政法人科学技術
振興機構
分任契約担当者
経理部長
菅谷行宏
埼玉県川口市本町4-1-
8

平成25年10月3日

サイエンスプラザ管
理組合
東京都文京区小石川
4-22-2

契約の相手方は立地
条件によって選定さ
れた当該物件の管理
会社であり、光熱水
料についての支払は
契約書上当該会社に
対して行うため、競
争に適さないため。
（会計規程第34条第4
項）

非公表 1,466,111円 - －

電気、ガス若しくは水又は電
話に係る役務について、供給
又は提供を受けるもの(提供を
行うことが可能な業者が一の
場合)であるため。

8

JST専有部分電気料

独立行政法人科学技術
振興機構
分任契約担当者
経理部長
菅谷行宏
埼玉県川口市本町4-1-
8

平成25年10月3日

サイエンスプラザ管
理組合
東京都文京区小石川
4-22-2

契約の相手方は立地
条件によって選定さ
れた当該物件の管理
会社であり、光熱水
料についての支払は
契約書上当該会社に
対して行うため、競
争に適さないため。
（会計規程第34条第4
項）

非公表 4,362,855円 - －

電気、ガス若しくは水又は電
話に係る役務について、供給
又は提供を受けるもの(提供を
行うことが可能な業者が一の
場合)であるため。

8

ガス料

独立行政法人科学技術
振興機構
分任契約担当者
経理部長
菅谷行宏
埼玉県川口市本町4-1-
8

平成25年10月3日

サイエンスプラザ管
理組合
東京都文京区小石川
4-22-2

契約の相手方は立地
条件によって選定さ
れた当該物件の管理
会社であり、光熱水
料についての支払は
契約書上当該会社に
対して行うため、競
争に適さないため。
（会計規程第34条第4
項）

非公表 1,186,577円 - －

電気、ガス若しくは水又は電
話に係る役務について、供給
又は提供を受けるもの(提供を
行うことが可能な業者が一の
場合)であるため。

8

平成２６年度以降も競争性のない随意契約とならざるを得ないもの



水道料

独立行政法人科学技術
振興機構
分任契約担当者
経理部長
菅谷行宏
埼玉県川口市本町4-1-
8

平成25年10月3日

サイエンスプラザ管
理組合
東京都文京区小石川
4-22-2

契約の相手方は立地
条件によって選定さ
れた当該物件の管理
会社であり、光熱水
料についての支払は
契約書上当該会社に
対して行うため、競
争に適さないため。
（会計規程第34条第4
項）

非公表 1,513,948円 - －

電気、ガス若しくは水又は電
話に係る役務について、供給
又は提供を受けるもの(提供を
行うことが可能な業者が一の
場合)であるため。

8

東京本部別館光熱水料

独立行政法人科学技術
振興機構
分任契約担当者
経理部長
菅谷行宏
埼玉県川口市本町4-1-
8

平成25年10月7日
野村不動産株式会社
東京都新宿区西新宿
1-26-2

契約の相手方は立地
条件によって選定さ
れた当該物件の管理
会社であり、光熱水
料についての支払は
契約書上当該会社に
対して行うため、競
争に適さないため。
（会計規程第34条第4
項）

非公表 5,073,611円 - －

電気、ガス若しくは水又は電
話に係る役務について、供給
又は提供を受けるもの(提供を
行うことが可能な業者が一の
場合)であるため。

8

本部光熱水費

独立行政法人科学技術
振興機構
分任契約担当者
経理部長
菅谷行宏
埼玉県川口市本町4-1-
8

平成25年10月10日

野村ビルマネジメン
ト株式会社
東京都新宿区西新宿
1-26-2新宿野村ビル

契約の相手方は立地
条件によって選定さ
れた当該物件の管理
会社であり、光熱水
料についての支払は
契約書上当該会社に
対して行うため、競
争に適さないため。
（会計規程第34条第4
項）

非公表 1,098,452円 - －

電気、ガス若しくは水又は電
話に係る役務について、供給
又は提供を受けるもの(提供を
行うことが可能な業者が一の
場合)であるため。

8

平成25年度水道・下水道料
金

独立行政法人科学技術
振興機構
分任契約担当者
日本科学未来館副館長
小中元秀
東京都江東区青海2-41

平成25年10月18日
東京都水道局
東京都江東区新砂1-
7-2

契約の相手方は、当
該地域で供給を行う
ことが可能な唯一の
業者であり、競争に
適さないため。（会
計規程第32条第4項）

非公表 1,108,345円 - －

電気、ガス若しくは水又は電
話に係る役務について、供給
又は提供を受けるもの(提供を
行うことが可能な業者が一の
場合)であるため。

8

平成25年度熱料金

独立行政法人科学技術
振興機構
分任契約担当者
日本科学未来館副館長
小中元秀
東京都江東区青海2-41

平成25年11月1日
東京臨海熱供給株式
会社
東京都江東区有明3-1

契約の相手方は、当
該地域で供給を行う
ことが可能な唯一の
業者であり、競争に
適さないため。（会
計規程第32条第4項）

非公表 7,553,393円 - －

当該場所でなければ行政事務
を行うことが不可能であるこ
とから場所が限定され、供給
者が一に特定される賃貸借契
約(当該契約に付随する契約を
含む。)であるため。

5

平成25年度電気料金

独立行政法人科学技術
振興機構
分任契約担当者
日本科学未来館副館長
小中元秀
東京都江東区青海2-41

平成25年11月1日
東京電力株式会社
東京都江東区大島3-
4-5

契約の相手方は、当
該地域で供給を行う
ことが可能な唯一の
業者であり、競争に
適さないため。（会
計規程第32条第4項）

非公表 8,093,801円 - －

電気、ガス若しくは水又は電
話に係る役務について、供給
又は提供を受けるもの(提供を
行うことが可能な業者が一の
場合)であるため。

8

委託管理費（ｻｲｴﾝｽﾌﾟﾗｻﾞ共
用部分）電気料

独立行政法人科学技術
振興機構
分任契約担当者
経理部長
菅谷行宏
埼玉県川口市本町4-1-
8

平成25年11月6日

サイエンスプラザ管
理組合
東京都文京区小石川
4-22-2

契約の相手方は立地
条件によって選定さ
れた当該物件の管理
会社であり、光熱水
料についての支払は
契約書上当該会社に
対して行うため、競
争に適さないため。
（会計規程第34条第4
項）

非公表 1,100,224円 - －

電気、ガス若しくは水又は電
話に係る役務について、供給
又は提供を受けるもの(提供を
行うことが可能な業者が一の
場合)であるため。

8



JST専有部分電気料

独立行政法人科学技術
振興機構
分任契約担当者
経理部長
菅谷行宏
埼玉県川口市本町4-1-
8

平成25年11月6日

サイエンスプラザ管
理組合
東京都文京区小石川
4-22-2

契約の相手方は立地
条件によって選定さ
れた当該物件の管理
会社であり、光熱水
料についての支払は
契約書上当該会社に
対して行うため、競
争に適さないため。
（会計規程第34条第4
項）

非公表 3,786,005円 - －

電気、ガス若しくは水又は電
話に係る役務について、供給
又は提供を受けるもの(提供を
行うことが可能な業者が一の
場合)であるため。

8

東京本部別館光熱水料

独立行政法人科学技術
振興機構
分任契約担当者
経理部長
菅谷行宏
埼玉県川口市本町4-1-
8

平成25年11月7日
野村不動産株式会社
東京都新宿区西新宿
1-26-2

契約の相手方は立地
条件によって選定さ
れた当該物件の管理
会社であり、光熱水
料についての支払は
契約書上当該会社に
対して行うため、競
争に適さないため。
（会計規程第34条第4
項）

非公表 3,932,166円 - －

電気、ガス若しくは水又は電
話に係る役務について、供給
又は提供を受けるもの(提供を
行うことが可能な業者が一の
場合)であるため。

8

平成25年度水道・下水道料
金

独立行政法人科学技術
振興機構
分任契約担当者
日本科学未来館副館長
小中元秀
東京都江東区青海2-41

平成25年11月18日
東京都水道局
東京都江東区新砂1-
7-2

契約の相手方は、当
該地域で供給を行う
ことが可能な唯一の
業者であり、競争に
適さないため。（会
計規程第32条第4項）

非公表 1,353,933円 - －

電気、ガス若しくは水又は電
話に係る役務について、供給
又は提供を受けるもの(提供を
行うことが可能な業者が一の
場合)であるため。

8

平成25年度熱料金

独立行政法人科学技術
振興機構
分任契約担当者
日本科学未来館副館長
片山正一郎
東京都江東区青海2-41

平成25年12月1日
東京臨海熱供給株式
会社
東京都江東区有明3-1

契約の相手方は、当
該地域で供給を行う
ことが可能な唯一の
業者であり、競争に
適さないため。（会
計規程第32条第4項）

非公表 7,897,274円 - －

当該場所でなければ行政事務
を行うことが不可能であるこ
とから場所が限定され、供給
者が一に特定される賃貸借契
約(当該契約に付随する契約を
含む。)であるため。

5

平成25年度電気料金

独立行政法人科学技術
振興機構
分任契約担当者
日本科学未来館副館長
片山正一郎
東京都江東区青海2-41

平成25年12月1日
東京電力株式会社
東京都江東区大島3-
4-5

契約の相手方は、当
該地域で供給を行う
ことが可能な唯一の
業者であり、競争に
適さないため。（会
計規程第32条第4項）

非公表 7,955,640円 - －

電気、ガス若しくは水又は電
話に係る役務について、供給
又は提供を受けるもの(提供を
行うことが可能な業者が一の
場合)であるため。

8

JST専有部分電気料

独立行政法人科学技術
振興機構
分任契約担当者
経理部長
菅谷行宏
埼玉県川口市本町4-1-
8

平成25年12月3日

サイエンスプラザ管
理組合
東京都文京区小石川
4-22-2

契約の相手方は立地
条件によって選定さ
れた当該物件の管理
会社であり、光熱水
料についての支払は
契約書上当該会社に
対して行うため、競
争に適さないため。
（会計規程第34条第4
項）

非公表 4,137,609円 - －

電気、ガス若しくは水又は電
話に係る役務について、供給
又は提供を受けるもの(提供を
行うことが可能な業者が一の
場合)であるため。

8

水道料

独立行政法人科学技術
振興機構
分任契約担当者
経理部長
菅谷行宏
埼玉県川口市本町4-1-
8

平成25年12月3日

サイエンスプラザ管
理組合
東京都文京区小石川
4-22-2

契約の相手方は立地
条件によって選定さ
れた当該物件の管理
会社であり、光熱水
料についての支払は
契約書上当該会社に
対して行うため、競
争に適さないため。
（会計規程第34条第4
項）

非公表 1,174,638円 - －

電気、ガス若しくは水又は電
話に係る役務について、供給
又は提供を受けるもの(提供を
行うことが可能な業者が一の
場合)であるため。

8



東京本部別館光熱水料

独立行政法人科学技術
振興機構
分任契約担当者
経理部長
菅谷行宏
埼玉県川口市本町4-1-
8

平成25年12月5日
野村不動産株式会社
東京都新宿区西新宿
1-26-2

契約の相手方は立地
条件によって選定さ
れた当該物件の管理
会社であり、光熱水
料についての支払は
契約書上当該会社に
対して行うため、競
争に適さないため。
（会計規程第34条第4
項）

非公表 3,235,112円 - －

電気、ガス若しくは水又は電
話に係る役務について、供給
又は提供を受けるもの(提供を
行うことが可能な業者が一の
場合)であるため。

8

管球一斉交換作業

独立行政法人科学技術
振興機構
分任契約担当者
経理部長
菅谷行宏
埼玉県川口市本町4-1-
8

平成25年12月10日

大星ビル管理株式会
社
東京都文京区小石川
4-22-2

契約相手先は、建物
管理規約で指定され
た業者であり、競争
を許さないため。(会
計規程第32条第4項)

非公表 1,974,000円 - －

当該場所でなければ行政事務
を行うことが不可能であるこ
とから場所が限定され、供給
者が一に特定される賃貸借契
約(当該契約に付随する契約を
含む。)であるため。

5

平成25年度水道・下水道料
金

独立行政法人科学技術
振興機構
分任契約担当者
日本科学未来館副館長
片山正一郎
東京都江東区青海2-41

平成25年12月18日
東京都水道局
東京都江東区新砂1-
7-2

契約の相手方は、当
該地域で供給を行う
ことが可能な唯一の
業者であり、競争に
適さないため。（会
計規程第32条第4項）

非公表 1,316,806円 - －

電気、ガス若しくは水又は電
話に係る役務について、供給
又は提供を受けるもの(提供を
行うことが可能な業者が一の
場合)であるため。

8

ニッセイ新大阪ビル賃貸借
契約

独立行政法人科学技術
振興機構
分任契約担当者
経理部長
菅谷行宏
埼玉県川口市本町4-1-
8

平成25年12月19日

日本生命保険相互会
社
大阪府大阪市中央区
今橋3-5-12

契約の相手方は立地
条件によって選定さ
れた当該物件の貸主
であり､競争に適さな
いため。(会計規程第
32条第4項)

非公表 42,845,383円 - －

当該場所でなければ行政事務
を行うことが不可能であるこ
とから場所が限定され、供給
者が一に特定される賃貸借契
約(当該契約に付随する契約を
含む。)であるため。

5

平成25年度電気料金

独立行政法人科学技術
振興機構
分任契約担当者
日本科学未来館副館長
片山正一郎
東京都江東区青海2-41

平成25年12月26日
東京電力株式会社
東京都江東区大島3-
4-5

契約の相手方は、当
該地域で供給を行う
ことが可能な唯一の
業者であり、競争に
適さないため。（会
計規程第32条第4項）

非公表 7,872,653円 - －

電気、ガス若しくは水又は電
話に係る役務について、供給
又は提供を受けるもの(提供を
行うことが可能な業者が一の
場合)であるため。

8

四番町プラザ1階事務室の賃
借

独立行政法人科学技術
振興機構
分任契約担当者
経理部長
菅谷行宏
埼玉県川口市本町4-1-
8

平成25年12月27日

日本プライムリアル
ティ投資法人
東京都中央区八重洲1
丁目4-16

契約の相手方は立地
条件によって選定さ
れた当該物件の貸主
であり､競争に適さな
いため。(会計規程第
32条第4項)

非公表 3,203,109円 - －

当該場所でなければ行政事務
を行うことが不可能であるこ
とから場所が限定され、供給
者が一に特定される賃貸借契
約(当該契約に付随する契約を
含む。)であるため。

5

平成25年度熱料金

独立行政法人科学技術
振興機構
分任契約担当者
日本科学未来館副館長
片山正一郎
東京都江東区青海2-41

平成25年12月27日
東京臨海熱供給株式
会社
東京都江東区有明3-1

契約の相手方は、当
該地域で供給を行う
ことが可能な唯一の
業者であり、競争に
適さないため。（会
計規程第32条第4項）

非公表 8,271,082円 - －

当該場所でなければ行政事務
を行うことが不可能であるこ
とから場所が限定され、供給
者が一に特定される賃貸借契
約(当該契約に付随する契約を
含む。)であるため。

5

〔記載要領〕
１．本表は、「随意契約見直し計画」の対象となっている契約を対象とすること。

３．本表は、「公共調達の適正化について」（平成18年8月25日付財計第2017号）記３．の記載方法に準じて記載すること。

２．本表は、平成25年度に締結した契約のうち、平成26年度以降も競争性のない随意契約とならざるを得ないものについて、当該契約ごとに記載すること。



４．「随意契約によらざるを得ない事由」欄は、可能な限り具体的に記載する。「随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分」欄は、別添の「随意契約事由別　類型早見表」の類型区分(１～１２)の番号を記載す
る。その他以下に該当する番号を記載する。
　　　・緊急の必要により競争に付することができない場合「１３」
　　　・競争に付することが不利と認められる場合「１４」
　　　・秘密の保持が必要とされている場合「１５」
　　　・競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札をしても落札者がない場合「１６」
　　　・特例政令に相当する規定に該当する場合「１７」
　　　・国において定める随意契約の限度額を超える契約で、法人の定める限度額を下回る契約については「１８」
　　　・その他、類型区分に分類できないものについては「１９」


